
（7）資本金別および所得階層別に関する調

法人数
うち連結

申告法人数
法人数

所得金額
（千円）

法人数
所得金額
（千円）

法人数
所得金額
（千円）

300万円未満　 1,146 0 407 506,268 96 501,118 29 258,218

1,000万円未満 4,573 1 1,443 2,084,907 406 2,290,878 112 1,010,168

1,000万円 2,557 1 698 1,073,927 260 1,510,199 81 724,088

1,000万円超 5,000万円未満 910 5 299 505,017 138 810,323 59 518,771

      1億円未満 159 4 32 49,188 14 83,443 5 45,651

1億円 15 1 1 2,337 4 25,611 0 0

1億円超     10億円未満 0 0 0 0 0 0 0 0

10億円 0 0 0 0 0 0 0 0

10億円超     50億円未満 0 0 0 0 0 0 0 0

50億円 0 0 0 0 0 0 0 0

50億円超    100億円未満 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

9,360 12 2,880 4,221,644 918 5,221,572 286 2,556,896

（注） 1

2

3

4

5

「法人数」欄は、当該年度の最終処理の段階におけるものを記載した（申告納付期限までに申告していない不
申告法人、休業中の法人及び所在不明の法人は除く。）。

分割法人については、当該法人の主たる事務所または事業所が県内に所在するものについて記載した。

事業年度が２回の法人の所得については、「年所得400万円以下」の欄には、200万円以下のものを記載し、
他の所得区分についても同様とした。

5,000万円以上

300万円以上

100億円以上

　　　　　　　　　　　　所得階層

　資本金別

合 計

年所得400万円以下

この調は、平成31年2月1日から令和2年1月31日までの間に事業年度（同日後に終了する事業年度分で令和
2年3月31日までに申告書の提出があったものを含む。）が終了した普通法人で外形標準課税対象外の法人
について作成した。
資本金の区分については、最終事業年度の期末現在における資本金の額による。ただし、事業年度が年２回
で、外形標準課税対象である事業年度と対象でない事業年度がある法人については、対象でない最終事業
年度の期末現在における資本金の額による。

欠損法人
年所得400万円超

800万円以下
年所得800万円超
1,000万円以下



法人数
所得金額
（千円）

法人数
所得金額
（千円）

法人数
所得金額
（千円）

法人数
所得金額
（千円）

法人数
所得金額
（千円）

44 850,062 3 153,733 1 136,651 0 0 1,726 2,406,050

373 7,368,133 18 1,109,285 13 3,155,774 1 1,013,421 6,939 18,032,566

406 8,933,558 83 5,383,231 51 10,957,747 2 3,111,769 4,138 31,694,519

350 8,370,539 111 7,709,330 112 28,560,022 0 0 1,979 46,474,002

53 1,485,865 38 2,946,071 56 15,420,652 6 14,467,311 363 34,498,181

8 216,987 0 0 9 2,276,697 0 0 37 2,521,632

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,234 27,225,144 253 17,301,650 242 60,507,543 9 18,592,501 15,182 135,626,950

年所得1億円超
10億円以下

合 計年所得10億円超
年所得1,000万円超

5,000万円以下
年所得5,000万円超

1億円以下


